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８

　
平
成
19
年
度
分
か
ら
個
人
住
民
税
（
町
・
県
民
税
）
が
変
わ

り
ま
す
。
地
方
自
治
体
が
自
主
性
を
発
揮
し
、
よ
り
身
近
な
サ

ー
ビ
ス
を
行
う
た
め
に
進
め
ら
れ
て
き
た
三
位
一
体
の
改
革
。

そ
の
一
環
と
し
て
、
国
の
所
得
税
か
ら
地
方
の
住
民
税
へ
３

兆
円
の
税
源
移
譲
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
税
源
移
譲
に
伴
い
、
皆
さ
ん
が
納
め
て
い
る
住
民
税
（
町
・

県
民
税
）
が
平
成
19
年
度
分
か
ら
大
き
く
変
わ
り
ま
す
の
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

●
詳
細
は
、
町
税
務
課
住
民
税
係
（
電
話 

72
‐
１
１
１
３ 

）
へ

《
ど
う
変
わ
る
の
？
》

　
住
民
税
（
町
・
県
民
税
）
の
所
得
割
の
税
率
を
３
段
階
の
超

過
累
進
構
造
か
ら
一
律
10
％
（
町
民
税
６
％
・
県
民
税
４
％
）

に
統
一
し
、
所
得
税(

国
税)

の
税
率
が
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。

税
率
改
正
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
先
月
発
行
の
町
広
報
誌
５

月
号
を
参
考
に
し
て
下
さ
い
。

《
い
つ
か
ら
変
わ
る
の
？
》

　
住
民
税
（
町
・
県
民
税
）
は
平
成
19
年
度
分
（
平
成
19
年
６
月

徴
収
分
）
か
ら
、
所
得
税
は
平
成
19
年
分
（
給
与
所
得
の
方
は

平
成
19
年
１
月
徴
収
分
、
年
金
所
得
の
方
は
平
成
19
年
２
月

徴
収
分
）
か
ら
変
わ
り
ま
す
。

《
税
負
担
は
変
わ
る
の
？
》

　
住
民
税
（
町
・
県
民
税
）
が
増
え
て
も
所
得
税
が
減
る
た
め
、

税
源
移
譲
に
よ
る
負
担
の
増
減
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
人
的

控
除
額
の
差
に
対
応
し
た
減
額
措
置
な
ど
も
講
じ
ら
れ
ま
す
。

　
た
だ
し
、
定
率
減
税
が
廃
止
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
分
負
担
増

と
な
り
ま
す
の
で
ご
留
意
く
だ
さ
い
。

◆
定
率
減
税
の
廃
止
（
平
成
19
年
度
住
民
税
か
ら
適
用
）

　
定
率
減
税
は
、
景
気
対
策
の
た
め
に
暫
定
的
な
税
負
担
の

軽
減
措
置
と
し
て
平
成
11
年
度
か
ら
実
施
さ
れ
て
き
ま
し
た

が
、
住
民
税
に
つ
い
て
は
平
成
19
年
度
分
（
平
成
19
年
６
月
徴

収
分
）
か
ら
、
所
得
税
に
つ
い
て
は
平
成
19
年
分
（
給
与
所
得

の
方
は
平
成
19
年
１
月
徴
収
分
、
年
金
所
得
の
方
は
平
成
19

年
２
月
徴
収
分
）
か
ら
廃
止
に
な
り
ま
す
。

◆
65
歳
以
上
の
方
に
対
す
る
非
課
税
措
置
廃
止
に
伴
う
経
過

　
措
置
（
平
成
19
年
度
分
住
民
税
ま
で
適
用
）

　
平
成
18
年
度
分
か
ら
、
65
歳
以
上
で
前
年
の
合
計
所
得
金

額
が
１
２
５
万
円
以
下
の
方
に
適
用
さ
れ
た
非
課
税
措
置
が

廃
止
に
な
り
ま
し
た
。

　
た
だ
し
、
急
激
な
税
負
担
を
緩
和
す
る
た
め
、
昭
和
15
年
１

月
２
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
で
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が

１
２
５
万
円
以
下
の
方
に
つ
い
て
は
、
平
成
18
年
度
分
の
税

額
が
３
分
の
１
と
な
り
平
成
19
年
度
分
の
税
額
が
３
分
の
２

と
な
る
経
過
措
置
が
適
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
平
成
20
年
度
分
か
ら
は
全
額
課
税
に
な
り
ま
す
。

《
税
源
移
譲
に
よ
っ
て
納
税
者
の
税
負
担
が
変
わ
ら
な

　
い
た
め
の
措
置
》

◆
調
整
控
除
（
平
成
19
年
度
分
住
民
税
か
ら
適
用
）

　
住
民
税
と
所
得
税
で
は
、
人
的
控
除
額
に
差
が
あ
り
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
同
じ
所
得
金
額
で
も
住
民
税
の
課
税
所
得
は

所
得
税
よ
り
も
多
く
な
り
ま
す
。
住
民
税
の
税
率
を
５
％
か

ら
10
％
に
引
き
上
げ
た
場
合
、
所
得
税
の
税
率
を
10
％
か
ら

５
％
に
引
き
下
げ
た
だ
け
で
は
、
人
的
控
除
額
の
差
の
合
計

額
に
５
％
を
乗
じ
た
分
だ
け
税
負
担
が
増
え
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
負
担
増
を
調
整
す
る
た
め
、
住
民
税
所
得
割
額

か
ら
一
定
の
額
を
控
除
し
ま
す
。

◆
税
源
移
譲
時
の
年
度
間
の
所
得
の
変
動
に
係
る
経
過
措
置

　
（
平
成
19
年
度
分
住
民
税
の
み
適
用
）

　
平
成
19
年
中
の
所
得
が
大
き
く
下
が
り
、
所
得
税
が
か
か

ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
、
平
成
19
年
度
分
の
住
民
税

(

平
成
18
年
中
の
所
得
で
計
算)

の
税
負
担
を
平
成
19
年
分
の

所
得
税
で
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
平
成
19
年
度
分
の
住
民
税
を
移
譲
前
の
住
民

税
額
ま
で
減
額
す
る
経
過
措
置
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す

（
平
成
20
年
７
月
に
申
告
が
必
要
で
す
）
。

◆
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
（
平
成
20
年
度
分
か
ら
28
年
度
分
ま
で

　
の
住
民
税
に
適
用
）

　
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
は
所
得
税
だ
け
に
あ
る
制
度
で
す
。

　
今
回
の
税
源
移
譲
に
よ
っ
て
、
所
得
税
額
が
減
少
し
た
結

果
、
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
限
度
額
が
所
得
税
額
よ
り
大
き
く
な

り
、
控
除
し
き
れ
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、

平
成
11
年
か
ら
平
成
18
年
ま
で
の
入
居
者
に
限
り
、
今
ま
で

所
得
税
か
ら
控
除
さ
れ
て
い
た
分
を
申
告
に
よ
り
、
平
成
20

年
度
分
以
降
の
住
民
税
の
所
得
割
額
か
ら
も
控
除
す
る
経
過

措
置
が
設
け
ら
れ
ま
す
。

◆
地
震
保
険
料
控
除
を
創
設
（
平
成
20
年
度
分
住
民
税
か
ら

　
適
用
）

　
こ
れ
ま
で
の
損
害
保
険
料
控
除
を
改
め
、
地
震
保
険
料
控

除
が
新
た
に
創
設
さ
れ
ま
す
。
支
払
地
震
保
険
料
の
２
分
の

１
相
当
（
住
民
税
は
上
限
２
万
５
千
円
、
所
得
税
は
上
限
５
万

円
）
が
所
得
控
除
と
し
て
認
め
ら
れ
ま
す
。

※
平
成
18
年
末
ま
で
に
締
結
し
た
長
期
損
害
保
険
料
（
保
険

　
期
間
が
10
年
以
上
で
満
期
返
戻
金
の
あ
る
も
の
）
に
は
、
こ

　
れ
ま
で
の
損
害
保
険
料
控
除
を
適
用
す
る
経
過
措
置
が
設

　
け
ら
れ
ま
す
（
短
期
損
害
保
険
料
控
除
は
廃
止
）
。

※
両
方
の
控
除
を
受
け
る
場
合
、
控
除
額
の
上
限
は
住
民
税

　
は
２
万
５
千
円
（
所
得
税
は
５
万
円
）
に
な
り
ま
す
。

平
成
１９
年
度
分
か
ら 

個
人
住
民
税
が
変
わ
り
ま
す
。

納
税
者
の
皆
様
へ
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９

　
国
民
年
金
は
、
日
本
国
内
に
住
所
が
あ
る
20
歳
以
上
60

歳
未
満
の
方
す
べ
て
が
、
加
入
す
る
制
度
で
す
。

　
届
出
を
忘
れ
る
と
、
将
来

受
け
取
る
年
金
額
が
少
な
く

な
っ
た
り
、
受
け
ら
れ
な
く

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
次

の
よ
う
な
と
き
は
、
町
役
場

へ
自
ら
届
出
を
行
う
こ
と
が

必
要
で
す
。

　
忘
れ
ず
に
届
出
を
行
い
ま
し
ょ
う
！

●
20
歳
に
な
っ
た
と
き

　
厚
生
年
金
保
険
や
共
済
組
合
に
加
入
し
て
い
な
い
方
が
、

20
歳
に
な
っ
た
と
き
は
、

　
　
　
　 

 

「
国
民
年
金
被
保
険
者
資
格
取
得
届
」

●
会
社
を
退
職
し
た
と
き

　
60
歳
に
な
る
前
に
会
社
な
ど
を
退
職
し
た
と
き
（
厚
生

年
金
保
険
や
共
済
組
合
の
被
保
険
者
で
は
な
く
な
っ
た
と

き
）
は
、

　
　
　
　
　
「
国
民
年
金
被
保
険
者
種
別
変
更
届
」

●
収
入
が
増
え
、被
扶
養
配
偶
者
で
な
く
な
っ
た
と
き

　
収
入
が
増
え
、
会
社
員
や
公
務
員
な
ど
の
被
扶
養
配
偶

者
で
な
く
な
っ
た
と
き
（
パ
ー
ト
収
入
が
１
３
０
万
円
以

上
に
な
っ
た
と
き
）
は
、

　
　
　
　
　
「
国
民
年
金
被
保
険
者
種
別
変
更
届
」

●
配
偶
者
が
退
職
し
た
と
き

　
配
偶
者
が
退
職
し
、
会
社
員
や
公
務
員
な
ど
の
被
扶
養

配
偶
者
で
な
く
な
っ
た
と
き
（
配
偶
者
が
65
歳
に
達
し
て

第
２
号
被
保
険
者
で
な
く
な
っ
た
と
き
を
含
む
）
は
、

　
　
　
　
　
「
国
民
年
金
被
保
険
者
種
別
変
更
届
」

　
な
お
、
会
社
や
役
所
、
学
校
な
ど
に
勤
め
て
い
る
方
の

被
扶
養
配
偶
者
に
な
る
と
き
は
、
そ
の
方
の
勤
務
先
へ
届

出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

●
以
上
の
手
続
き
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
町
役
場
総
合
窓

口
課
（
７
２
‐
１
１
１
４
）
又
は
大
月
社
会
保
険
事
務
所

（
０
５
５
４
‐
２
２
‐
３
８
１
１
）
ま
で
お
尋
ね
下
さ
い
。

　
児
童
手
当
を
受
け
て
い
る

方
は
、
毎
年
６
月
に
「
現
況

届
」
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
こ
の
届
は
、
毎

年
６
月
１
日
に
お
け
る
状
況

を
記
載
し
、
児
童
手
当
等
を

引
続
き
受
け
る
要
件
が
あ
る

か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

　
こ
の
届
の
提
出
が
な
い
と
、
６
月
分
以
降
の
手
当
て
が

受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
現
況
届
に
必
要
な
添
付
書
類
等

　
★
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
写
し
等

　
★
前
住
所
地
の
市
区
町
村
長
が
発
行
す
る
児
童
手
当
用

　
　
所
得
証
明
書 

(

富
士
河
口
湖
町
に
平
成
19
年
１
月
１

　
　
日
に
住
所
が
な
か
っ
た
場
合
に
提
出)

　
★
こ
の
他
、
必
要
に
応
じ
て
提
出
す
る
書
類
が
あ
り
ま

　
　
す
。

◆
現
況
届
の
受
け
付
け
は
、
6
月
中
旬
頃
を
予
定
し
て
い

　
ま
す
。

詳
し
い
こ
と
は
児
童
手
当
係
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
℡
０
５
５
５-

72-

１
１
１
４

こ
ん
な
時
に
は
、
こ
ん
な
手
続
き
を

児
童
手
当
受
給
者
の
み
な
さ
ま

６
月
は
、現
況
届
け
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

「
２
０
０
７
春
の

　
　
富
士
ヶ
嶺
酪
農
ま
つ
り
」
が

　
　
　
　
　
　
　
開
催
さ
れ
ま
し
た

　
５
月
12
日
（
土
）
、
新
緑
も

さ
わ
や
か
な
春
の
富
士
ヶ

嶺
高
原
に
て
、富
士
ヶ
嶺
酪

農
ま
つ
り
実
行
委
員
会
（
会

長
　
江
川
徹
）
主
催
の
「
２

０
０
７
春
の
富
士
ヶ
嶺
酪

農
ま
つ
り
」が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。
当
日
は
、
素
晴
ら
し

い
天
候
に
も
恵
ま
れ
、
大
勢

の
方
々
が
来
場
し
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
。
乳
牛
の
品

評
会
で
あ
る
「
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
シ
ョ
ウ
」
に
は
、
約
30
頭

の
乳
牛
が
出
品
さ
れ
、
酪
農
家
さ
ん
が
愛
情
を
た
っ
ぷ

り
注
い
で
育
て
た
自
慢
の
牛
た
ち
は
ど
れ
も
本
当
に
素

晴
ら
し
く
、
と
て
も
見
ご
た
え
の
あ
る
美
人
コ
ン
テ
ス

ト
と
な
り
ま
し
た
。

　
自
然
の
風
味
そ
の
ま
ま
の
「
ふ
じ
が
ね
高
原
牛
乳
」
と

矢
部
牧
場
で
す
く
す
く
育
っ
た
「
富
士
ヶ
嶺
ビ
ー
フ
」
の

焼
肉
の
試
飲
試
食
コ
ー
ナ
ー
も
大
好
評
で
、
舌
鼓
と
笑

顔
い
っ
ぱ
い
の
楽
し
い
イ
ベ
ン
ト
と
な
り
ま
し
た
。
ヘ

イ
ラ
イ
ド
や
乗
馬
体
験
で
は
、

「
普
段
な
か
な
か
味
わ
う
こ

と
の
で
き
な
い
貴
重
な
体
験

が
出
来
た
」
と
、
う
れ
し
そ
う

に
話
す
町
民
の
方
も
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
。

　
町
で
は
、
今
後
も
富
士
ヶ

嶺
高
原
で
の
畜
産
に
関
す
る

イ
ベ
ン
ト
を
計
画
し
て
お
り

ま
す
。
ご
期
待
く
だ
さ
い
。
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診断費用は、町が国、県の補助金を活用しながら負担します。

（特別な事由が生じた場合申請者に負担していただく事がありますのでご注意下さい。）

平成19年11月30日（ただし、制限数に達した場合は事前に締め切る場合があります。）

山梨県木造住宅耐震診断マニュアル講習会の受講修了者

町役場　都市整備課　都市計画係　℡７２－１９７６

　　以下の用件をすべて備えたものに限ります。

　　１）昭和５６年５月３１日以前に着工された住宅。

　　　  昭和５６年６月１日以降増築を行った場合も可能です。

　　２）木造在来工法で建築された住宅。

　　３）２階建て以下の住宅。

　　４）長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅

　　５）併用住宅の場合は、述べ床面積の過半が住宅として使用されている住宅。

　　　※以上の条件を満たしても規模・仕様等で実施できない住宅もありますので、申込み時にご確認下さい。

　町では、木造住宅の耐震診断補助事業を実施しております。住宅の耐震診断をすることで、住宅の安全性を再確認す

るとともに、地震に対する意識を高めていただき、安全で暮らしやすいまちづくりを進めていきたいと考えています。

富士河口湖町木造住宅耐震診断についてのお知らせ

屋外広告物を掲出するには原則として許可が必要です屋外広告物を掲出するには原則として許可が必要です

　
良
好
な
景
観
の
形
成
、
風
致
の

維
持
、
公
衆
に
対
す
る
危
害
の
防

止
を
図
る
た
め
「
山
梨
県
屋
外
広

告
物
条
例
」
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、

屋
外
広
告
物
を
掲
出
す
る
に
は
原

則
と
し
て
知
事
の
許
可
が
必
要
で

す
。

　
た
だ
し
、
権
限
が
移
譲
さ
れ
て

い
る
甲
府
市
、
南
ア
ル
プ
ス
市
、
甲

斐
市
、
富
士
河
口
湖
町
、
早
川
町
、

小

菅

村

の

区

域

内

で

屋

外

広

告

物

を

掲

出

す

る

場

合

は

、

各

市

町

村

長

の

許

可

と

な

り
ま
す
。

●
屋
外
広
告
物
に
は
、
建
物
の
屋

　
上
や
壁
に
取
り
付
け
ら
れ
た
も

　
の
や
、
自
立
で
建
て
ら
れ
た
も

　
の
の
他
、
は
り
紙
、
は
り
札
、
立

　
看
板
、
の
ぼ
り
旗
等
屋
外
で
広

　
告
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
表

　
示
す
る
も
の
全
て
が
含
ま
れ
ま

　
す
。

●
屋
外
広
告
物
の
表
示
等
が
禁
止

　
さ
れ
る
地
域
や
、
許
可
が
必
要

　
な
地
域
が
あ
り
ま
す
。

●
屋
外
広
告
物
の
表
示
等
が
禁
止

　
さ
れ
る
物
件
が
あ
り
ま
す
。

●
許
可
が
必
要
な
地
域
で
は
、
高

　
さ
や
表
示
面
積
の
制
限
が
あ
り

　
ま
す
。

●
許
可
申
請
を
す
る
場
合
、
表
示 

 
 
 
 
 
 

　
面
積
等
に
応
じ
て
手
数
料
が
か

　
か
り
ま
す
。

●
自
家
用
広
告
物
（
自
己
の
店
舗

　
等
に
表
示
す
る
も
の
で
、
そ
の

　
所
在
、
名
称
、
商
品
名
な
ど
を

　
表
示
す
る
も
の
）
で
あ
っ
て
も

　
表
示
面
積
等
が
制
限
さ
れ
た
り

　
許
可
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ

　
り
ま
す
。

●
屋
外
広
告
物
の
許
可
申
請
の
ほ

　
か
に
、
建
築
基
準
法
や
道
路
法

　
な
ど
に
基
づ
く
手
続
き
が
必
要

　
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
条
例
に
違
反
す
る
屋
外
広
告
物

　
に
つ
い
て
は
、
簡
易
除
却
や
是

　
正
指
導
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

★
問
合
先
　

　
県
土
木
部
建
築
指
導
課
、
　
　

　
　
　
　
　 

 

各
建
設
事
務
所
、

　
町
役
場
都
市
整
備
課

　
　
　
　
　 

 

（
72
‐
１
９
７
６
）

　
　
　

３．申込み締切り

４．診 断 者

５．問合せ先

２．診断費用

１．調査対象
　住　　宅

町
の
土
砂
災
害
警
戒
区
域
・

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の

指
定
を
し
ま
し
た
の
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
平
成
11
年
6
月
広
島
県
で
発
生
し
た
豪

雨
に
よ
る
土
砂
災
害
が
短
時
間
に
同
時
多

発
的
に
起
こ
り
、
24
名
の
尊
い
命
が
失
わ

れ
ま
し
た
。
こ
の
災
害
を
機
に
総
合
的
な

土
砂
災
害
対
策
の
必
要
性
が
生
じ
、
平
成

13
年
4
月
に
「
土
砂
災
害
警
戒
区
域
な
ど

に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
」
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
れ
に
基
づ
い
て
県
で
は
、
平
成
17
年

に
町
内
の
各
自
治
会
・
区
会
の
皆
さ
ま
（
上

九
一
色
地
区
を
除
く
地
区
）
に
お
願
い
し

て
、
町
内
に
あ
る
1
5
2
箇
所
の
土
砂
災

害
危
険
箇
所
の
現
地
立
入
調
査
を
行
い
ま

し
た
。

　
こ
の
調
査
に
よ
っ
て
昨
年
度
1
4
2
箇

所
、
今
年
度
54
箇
所
の
1
9
6
箇
所
の
土

砂
災
害
警
戒
区
域
と
土
砂
災
害
特
別
警
戒

区
域
の
指
定
を
行
い
ま
し
た
。

　
こ
の
区
域
に
つ
い
て
は
、
町
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
公
開
し

て
お
り
ま
す
。
ま

た
、
町
役
場
建
設

課
に
資
料
を
置
い

て
あ
り
ま
す
の
で

ご
利
用
下
さ
い
。
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[災害による被害を軽減する「自助」「共助」の力]

家庭を守る防災対策家庭を守る防災対策 Part５

管理課　防災係　　℡７２-６０１３

　先月号の「家庭を守る防災対策」で被災者の体験談を掲載した中に、「な

ぜか自分の所の周りでは地震なんて起きないだろうと、人間ってそう思いた

がる…」という言葉があったのを覚えているでしょうか。

　平成7年1月17日に発生した兵庫県南部地震（阪神・淡路大地震）は、まさに地

震など起こらないだろうと多くの人が思っていた、関西地方での大震災でした。

　大地震や台風などの自然現象は自分たちで抑えることはできません。しか

し、その災害による被害は、自分たちの心構えや日頃の努力によって、最小限

に食い止めることが可能です。ですから、「いつか大地震や災害が起こったらど

うしよう。」と恐れてばかりで何もしないのはまったく無意味です。それよりも「どのようにして災

害から身を守ろうか。」「どうやって生き残ろうか。」と考えて日頃から行動することが何よりも大切

です。

　皆さんは、「自助」「共助」「公助」という言葉を聞いたことがありますか。

　行政による「公助」はもちろんのこと、災害の大きな力となるのが、自分の身は自分で守る「自助」、

そして、近所や地域の人たちで助け合う「共助」です。この２つの力ほど大きなものはありません。自

分たちで、地域の皆さんで力を合わせることが被害を軽減できるのです。

　しかしこれは、いざという時にすぐできるものではありません。日頃

できていない事は、有事の際にもできないのです。

　まず、周りの人を助けるには、自分自身が無事でないとなりません。

「自助」があっての「共助」だということを認識し、平常時から「自分でで

きること」「家族でできること」「近所の方たちとできること」を考えて、

いつかくる災害に備えておきましょう。

　
イ
ノ
シ
シ
・
サ
ル
の
被
害
に
あ
っ
て
い

る
、
農
産
物
生
産
者
や
富
士
河
口
湖
町
に

お
住
ま
い
の
皆
様
、
ワ
ナ
の
狩
猟
免
許
を
と

り
ま
せ
ん
か
？

　
有
害
鳥
獣
捕
獲
で
大
変

お
世
話
に
な
っ
て
お
り
ま

す
富
士
河
口
湖
町
の
猟
友

会
員
の
皆
様
で
、
ワ
ナ
の
狩

猟
免
許
を
持
っ
て
い
る
人

は
28
名
で
、
ワ
ナ
の
狩
猟
登

録
を
し
て
い
る
人
は
14
名
で
す
。

　
そ
こ
で
皆
さ
ん
も
ワ
ナ
の
狩
猟
免
許
を

取
り
ま
せ
ん
か
。

　
試
験
は
簡
単
で
、
一
日
の
狩
猟
セ
ミ
ナ
ー

を
受
講
す
れ
ば
、80
％
以
上
の
方
が
合
格
し

ま
す
。

　
合
格
し
ワ
ナ
の
狩
猟
登
録
を
す
れ
ば
、
自

分
の
田
畑
等
が
被
害
を
受
け
た
場
合
、
有
害

鳥
獣
捕
獲
許
可
の
申
請

を
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。こ
れ
で
自
分
の
田
畑

等
は
自
分
で
守
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　　
■
申
請
期
間
・・
６
月
１
日
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　 

　
　
６
月
30
日
ま
で

　
■
申
請
料
・・
5
3
0
0
円

　
■
申
請
先
・・
富
士
・
東
部
林
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

環
境
事
務
所

　
■
試
験
日
・・
8
月
23
・
24
日
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

い
ず
れ
か
1
日

　
■
試
験
場
所
・・

　
　 

　
　 

敷
島
総
合
文
化
会
館（
甲
斐
市

）■
申
込
期
間
・・
６
月
１
日
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

６
月
30
日
ま
で

■
受
講
料
・・
5
0
0
0
円

■
申
込
先
・・
富
士
五
湖
猟
友
会

■
受
講
日
・・
8
月
3
日
頃

＊
問
合
せ
先
：
農
林
課
　
72-

1
1
1
5

  

・
サ
ル
や
イ
ノ
シ
シ
・
シ
カ
・
鳥
な
ど
か

　
ら
農
作
物
を
守
る
た
め
、
電
気
柵
、
網
、
ト

　
タ
ン
な
ど
を
設
置
し
た
人
に
、
か
か
っ

　
た
費
用
の
５
割
以
内
で
５
万
円
を
限
度

　
と
し
て
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

・
補
助
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
人

　
は
、
資
材
購
入
費
の
領
収
書
と
完
成
写

　
真
、
設
置
場
所
の
案
内
図
を
添
え
て
申

　
請
し
て
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先
：
農
林
課
　
振
興
係
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
72-

1
1
1
5

ワ
ナ
の
狩
猟
免
許
を
取
り
ま
せ
ん
か
！

ワ
ナ
の
狩
猟
免
許
を
取
り
ま
せ
ん
か
！

ワ
ナ
の
狩
猟
免
許
を
取
り
ま
せ
ん
か
！

狩
猟
免
許
試
験
の
日
程
は

　
　
　
　
　
　
　
　
次
の
と
お
り
で
す
。

狩
猟
免
許

狩
猟
セ
ミ
ナ
ー

　
＊
取
得
希
望
者
に
は
、申
請
か
ら

　
　
　
　
書
類
の
提
出
等
の

　
　
　
　
　
　
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。

鳥
獣
被
害
防
護
柵
な
ど
を

　
　
設
置
す
る
と
補
助
金
が
で
ま
す
。
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6

◎町健康増進課主催「育児学級」での託児…１３名（3回）　　　  ◎「生き活き交流広場」への協力…１５名（４回）

◎点訳サービス…１名（１回）　　　　　　　　　　　　　　　 ◎富士山荘デイサ－ビスお手伝い…２０名（10回）

◎�町デイサ－ビスセンタ－「ふれ愛」お手伝い…１０名（７回）　◎電気製品修理ボランティア協力…３名（３回）

ボランティア活動情報 【期間：平成１９年３月１６日～５月１５日】

　これから、期間中にご協力いただいた各ボランティア活動をご紹介します。（延べ活動回数）

要援護者カ－ドへご登録ください。

デイサービスセンター「ふれ愛」を慰問

広報朗読ボランティア
打合せ会議開催

広報を朗読したテ－プを希望の方、
社協へお申し込みください

　５月１４日(月)、デイサービスセンター「ふれ愛」に、車椅子レクダンス
普及会河口湖支部(梶原次郎会長)の皆さんが慰問に訪れ、通所者と一緒に
サザエさんなどの曲に合わせて車椅子を使ってダンスをしました。通所者
からも笑顔がこぼれて楽しそうでした。
　また、５月１６日(水)には、勝山ふれあいセンターで、町障害者福祉会(
渡辺武士会長)の総会が開かれ、総会終了後、レクダンス普及会の皆さんに
指導していただきながらダンスを楽しみました。

車椅子レクダンス普及会河口湖支部

～障害者福祉会総会へも協力～

　町社協では、昨年、要援護者が災害などが起きた時に適切で迅速な援助が受けられるよ

う「要援護者カード」の作成を目指し、障害をお持ちの方に掲載の希望を募りました。

　希望者のカードは、災害ボランティアリーダー養成講座受講者にご協力をいただき作成

しました。

　出来上がったカードは、昨年の９月の防災訓練に併せて、担当民生委員さん宅へお届け

をし、平時での見守り、災害時での手助けなど協力をお願いしました。

　今後は、カードに登録していただいた方を対象に、防災訓練などを実施しようと考えて

います。

　障害をお持ちの方で、カード掲載希望の方は、社協までご連絡ください。（�72－1430）カードを作成して、民生委

員さん等へ協力をお願いしていきます。

　去る、４月27日(金)に中央公民館におい

て、朗読ボランティア５名が出席し「朗読ボ

ランティア打合せ会議」を行いました。

　当日は、新しいボランテ

ィアさんが２名加わった

のでご紹介と、平成19年度

の町の広報の朗読の当番

を決めました。

　町社協では、ボランティアにご協力いただ
き、毎月発行される広報を朗読したカセット
テープを、視覚障害者の希望者の方にお届け
しています。このテープは高齢者の方にもご利用いただけ
ます。ご希望の方は、町社協（℡７２－１４３０）までお申
し込みください。
　また、朗読エトワールの会よりいただいた声の図書（テ
ープライブラリー）の作品も所蔵しています。現在、童話や
自叙伝など47作品を無料で貸し出ししています。ご希望の
方は、町社協までご連絡ください。
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第４回福祉作文〔中学生の部〕最優秀賞作品

先月号に引き続き、福祉作文の最優秀賞の中学生の部の作品を掲載いたします。小学生の部の作品は、

４月号へ掲載しました。（掲載学年は昨年のものです）

　私は今まで、「福祉」ということにあまり関心

が無かった。なぜなら、身近なこととしての「福

祉」にリアリティーを感じることができなかった

からだ。しかし、私が「福祉」に関心を持つよう

になる二つのきっかけがあった。　　　　

　その一つが、少子高齢化の問題だ。かなり前か

ら言われているが、この問題が毎日のようにニュ

ースのトピックスに挙がってくるようになってか

らは、自然と意識をするようになったと思う。　

「若い人に対する高齢者の割合が高くなる」とい

うのがこの少子高齢化なのだが、様々な課題も含

んでいる。子供の数が少なくなっていて、将来的

には労働力が落ちていく、というのがその一つだ。

しかし、それよりも問題なのが、年金などの社会

保障費の面だろう。若い人に対する高齢者の割合

が確実に増えているので、当然働いている側の若

い人達の負担が増えていく。だから若い人の負担

をできるだけ抑える必要があるのだが、そうする

と必然的に、高齢者のための福祉の質は落ちてい

く。他の先進国がそうであったように、日本もこ

のジレンマと向き合っていくことになる。福祉の

問題は、間違いなく今までのようには無視できな

い問題になっている。話はそれるが、このような

重要な問題をないがしろにした、昨年の衆議院選

挙を私は良いとは思わない。

　私が福祉に関心を持つようになったもう一つの

きっかけは、親が福祉に携わるようになったこと

だ。私の母親は、富士吉田市内にある介護老人の

施設に勤めている。最初は私自身どのような仕事

を母親がしているのかは分からなかったが、話を

聞いていくうちに、事務職ではあるが高齢者の生

活の手助けをしている、ということを知った。最

も身近な人が福祉に携わるようになったことで、

それまであまり実感の無かった「フクシ」という

概念に、リアリティーを感じるようになった。も

し、親が福祉に携わっていなければ、まだ漠然と

した気持ちでしか「福祉」は捉えられなかっただ

ろう。

　少子高齢化などの福祉の問題が出てきている中

で、実感を持って考えられるようになったことは、

良かったと思う。

　何事にも、リアリティーを持って考えることは

大切だと思う。例えば、海の向こうで戦争をして

いて、「そこに自分の大切な人が行くかもしれな

い」という発想が無ければ、正確な判断はできな

いはずだ。福祉の面でもそうだと思う。健康に暮

らしていても、自分自身と年金はいずれ関わって

くる。福祉の問題は決して他人事ではない。そう

思うことで、より良い「福祉」を築いていけると

考える。

勝山中学校３年　小石川　俊文 くん
(現 吉田高校１年)

「福祉について」

〔平成19年３月16日～５月15日現在〕

寄付者名及び団体名 寄付金・物品

５０，０００円

５０，０００円

小泉　益男　さん（船津）

貴家　保　さん（大石）

５０，０００円三浦　廣江　さん（長浜）

第一モ－タ－ボ－ト組合
　坂本武郎・望月孝夫・古屋昭一さん）

１００，０００円

◎富士河口湖町社会福祉協議会へご寄付いただきました。

温かい善意ありがとうございました
◎富士河口湖町社会福祉協議会にご寄付いただきました。

寄付者名及び団体名 寄付金・物品

梶原　孟正　さん（河口） ５０，０００円

倉澤　唯佳　さん（河口） ５０，０００円

◎河口地区社会福祉協議会にご寄付いただきました。

寄付者名及び団体名 寄付金・物品

堀内　文仁　さん（大石） ５０，０００円

◎大石地区社会福祉協議会にご寄付いただきました。

【使用済み切手】

　　　(株)小林さん

(船津) 梶原輝彦さん・山口静枝さん

　　　渡辺重保さん・高田屋さん

　　　丸種自動車さん

　　　井出デバリ商店さん

　　　ロイヤルホテル河口湖さん

　　　小泉ト－ヨ－住器(株)さん

　　　中川保彦さん(使用済みテレカも寄付)

(大石) 村松恒雄さん

(富士吉田市)

　　   ホンダカ－ズ山梨東店さん


